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衆
議
院
議
員
中
根
康
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提
出
精
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保
健
福
祉
法
の
改
正
案
の
立
法
事
実
に
関
す
る
質
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に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
精
神
保
健
福
祉
法
の
改
正
案
の
立
法
事
実
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

平
成
二
十
八
年
七
月
の
相
模
原
市
の
障
害
者
支
援
施
設
に
お
け
る
事
件
及
び
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
指
定
医
（
以

下
「
指
定
医
」
と
い
う
。
）
が
不
正
に
そ
の
指
定
を
受
け
た
事
案
の
発
生
を
受
け
、
ま
た
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
を
踏
ま
え
、
精
神
保
健

医
療
福
祉
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
の
法
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二

十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
た
者
（
以
下
「
措
置
入
院
者
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
退
院
後
の
医
療
等
の
援

助
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
（
以
下
「
医
療
保
護
入
院
」
と
い

う
。
）
に
関
し
精
神
障
害
者
の
家
族
等
か
ら
同
意
又
は
不
同
意
の
意
思
表
示
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
精
神
障
害

者
の
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
阻
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
指
定
医
の
指
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
指
導

を
行
う
者
の
役
割
の
重
要
性
が
十
分
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
の
課
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
に
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
参
集
を
求
め
た
相
模
原
市
の
障
害
者
支
援
施

設
に
お
け
る
事
件
の
検
証
及
び
再
発
防
止
策
検
討
チ
ー
ム
及
び
同
年
一
月
に
同
省
に
お
い
て
参
集
を
求
め
た
こ
れ
か
ら
の
精
神

一



保
健
医
療
福
祉
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
に
お
い
て
も
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
課
題
を
踏
ま
え
、
措
置
入
院
者
等
の
退
院
後
の
医
療
等
の
援
助
の
強
化
、
医
療
保
護
入
院
に
必
要
な
手
続
、
指
定

医
の
指
定
制
度
等
の
見
直
し
等
を
内
容
と
す
る
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
つ
い
て
本
年
二
月
二
十
八
日
に
閣
議
決
定
し
、
今
国
会
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


